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ふるさと燕応援事業に係るお礼の品提案募集要領 

  
 

ふるさと納税制度に基づき、全国の寄附者に向けて燕市の魅力を発信し   

知名度の向上とともに、応援人口と交流人口の拡大を図るものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 商品の製造に係る主要な工程を燕市内で行っている法人、個人事業主 

またはその他の団体。 
 
② お礼の品の提案については、次の団体のいずれかに属している事業者から

の提案であること。 
 

団 体 名 等 提案書類等について 

日本金属洋食器工業組合 

日本金属ハウスウェア工業組合 

協同組合つばめ物流センター 

燕商工会議所 

所属団体に連絡・相談のうえ、所属

団体に提出してください。 

つばめ商工会 

市役所に提出してください。 
その他（同業者で組織された 

各種組合、各種協会など） 
 
・上記にかかわらず、商品に関する団体が存在しない農産物等について

は市役所に直接提案してください。 
 
・各団体に所属することにより、燕市のお礼の品としての「品質」を 

保証し、全国の寄附者へ燕市の名に恥じないお礼の品をお送りする 

目的があります。 

燕市役所 

⑥お礼の品の発送 

※自社商品等のチラシ類を同封 

  していただくことも可能です。 ①寄附の申込み 

②お礼の品の選択 

③市役所から納付書の送付 

④寄附者からの入金 

⑤市役所から事業所へ発注 

⑦市役所へ請求書の提出 

⑧市役所から支払い 

１．目的 

２．事業のながれ 

３．提案事業者の要件(燕市のお礼の品を取り扱う事業者としてふさわしいか？) 

 

寄附者 

(市外在住者) 
地元企業など 

※「さとふる」の場合、ながれが

異なります。別途お問い合わせ

ください。 
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③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第77号） 

 第2条第2号に規定する暴力団員及びそれらの利益となる活動を行うもの

でないこと。 
 
④ 1年以上継続して事業を営む者であること。 
 
⑤ 市税を滞納していないこと。 

 ・本社等が市外に所在する場合は、その市区町村において市区町村税を

滞納していないこと。 
 
⑥ 平成31年総務省告示第179号第5条各号に規定する基準（以下「地場産

品基準」という。）及び食品表示法（平成25年法律 第70号）その他ふる

さと納税関係法令を遵守していること。 
 
⑦ 燕市が利用している「ふるさと納税管理システム」を利用できる環境

を有し、同システムを通じて行われる市からのお礼の品の発注の受付及

びお礼の品の発送作業を行える体制が整備されていること。 
 
⑧ お礼の品の提供に係る問い合わせ、事故及びトラブル (配送に関する 

ものを含む )等が生じた場合に適切な対応が可能であり、かつ、事故   

及びトラブルが生じた際には、速やかに詳細を市役所ふるさと納税担当   

へ報告できること。 

 

 

 

（１）要件 
 
① 全国に向けて、燕市の技術、観光、食又は文化をＰＲすることができる商品で 

あること。 
 
② 寄附者に対するお礼の品としてふさわしい品質を有する商品であること。 

 
③ 商品の製造に係る主要な工程を燕市内で行っていること。 
 
④ 食品及び農産物については、産地が燕市または加工が燕市で行われてい 

ること。 
 
⑤ 全国各地に配送が可能な商品であり、食品の場合は、お礼の品到着後、 

 １週間以上の賞味又は消費期限が保証されている商品であること。 

（寄附者宅への発送日時等の調整が必要な品については、事業者側で連絡 

調整を行っていただきます。） 
 

⑥ 商品に関連する法令等を遵守していること。 

（法令等をよく調査し、遵守していることを確認して提案をしてください。） 
 

⑦ 次の団体に所属している事業者は、各団体からの通知(規定)などに基づい 

て提案してください。詳しくは各団体までお問い合わせください。 
 
・日本金属洋食器工業組合     電話：0256-63-5121 

・日本金属ハウスウェア工業組合  電話：0256-61-5888 

・協同組合つばめ物流センター   電話：0256-63-7660 
 

⑧ 農産物(米)の提案については、別途追加要件がありますので“別紙１”を 

参照してください。 

４．提案商品について(燕市のお礼の品としてふさわしいか？ ) 



- 3 - 
 

（２）掲載サイト 

・「ふるさとチョイス」および下記サイトへ掲載されます。 

①つばふる ②セゾンのふるさと納税 ③au PAY ふるさと納税 

④ふるラボ ⑤JRE MALL ⑥KABU＆ふるさと納税 ⑦Yahoo!ショッピング 

⑧V ふるさと納税 ⑨マルイふるさと納税 ⑩ふるさと納税デパート 

⑪まいふる ⑫ケアネットふるさと納税 ⑬ANA のふるさと納税 

※掲載サイトの指定はできません。 

※在庫指定のある商品については、市で振分け調整を行います。 

・「さとふる」への掲載について 

「ふるさとチョイス」で掲載されている商品は「さとふる」に 

掲載することができます。 

※「さとふる」のみに掲載することはできません。 

・このほか掲載にあたって、手続き等を「さとふる」と直接行っていただく 

ものがありますので、掲載を希望される場合は燕市にご連絡ください。 

 

（３）提供価格と寄附額 

1．提供価格 

・梱包費等を含めた税込金額です。 

・送料は市が負担しますので含めないでください。 

2. 寄附額  

・提供価格によって異なるため、別紙の提案書でご確認ください。 

 （提供価格を入力することで寄附額を表示します。） 

※さとふるに出品する場合は提供価格が異なります。別紙の提案書でご確認

ください。 

※寄附額は掲載サイトで全て同額となります。 

※配送料や各種手数料などの諸経費をふまえ、最終的に掲載する寄附額は 

別紙の提案書で表示した寄附額から変更する場合がございます。 

予めご了承ください。 

3. 寄附コース及び提案金額の変更について 

原則、経済状況の急変や災害による影響を除き、年度途中での提供価格の

変更はできません。変更が必要な場合には別途ご相談ください。 

  



- 4 - 
 

（４）提供可能数 

一定数量の提供が可能である商品を提案してください。 

ただし、次のとおり“例外”を認めます。 
 

  ① 農産物等で収穫時期が限られる商品は、申込受付期間及び発送期間を限

定することができます。 
 

  ② 農産物等で収穫量に限りがある商品、伝統的工芸品等で量産が困難な商品

手作業の工程が多く量産が困難である商品については、数量を限定する

ことができます。 
 

  ③ 天候により収穫量が大きく異なる農作物等については、提案時は販売

実績等に基づいた数量で提案し、実際に収穫時期を迎えた際に正確な提

供数を設定することができます。 

（５）注意事項 

 ・商品の不具合等への対応により生じる費用は提供事業者負担となります。 
 

・提案品目数に上限はありません。 

 

 

 

（１）応募要件 

｢３.提案事業者の要件｣及び、｢４.提案商品の要件｣を満たすもの。 
 

 

（２）申込み先及び提出物 

｢３.提案事業者の要件｣のとおり、所属団体または燕市役所総務課ふるさと納

税係あてに必要な書類またはデータをファイル転送サービスによりご提出く

ださい。 

※受け入れ時の容量の関係により、メールへの添付はご遠慮ください。 
 

提出物 注意事項 

① 提案書 燕市ＨＰよりダウンロード 

② 工程表 燕市ＨＰよりダウンロード 

③ 商品の画像 

④ 商品発送時の梱包画像 

画像の仕様については、 P8～9を

ご参照ください。 

⑤ お礼の品提案に係る誓約書（原本） 

⑥ 暴力団排除に関する誓約書（原本） 

⑦ 提案事業者の事業概要が分かる 

パンフレット等 

新規の提案事業者のみ 

※既に契約書を交わしている事業

者は提出不要です。 

・提案事業者は、提案時に提案品の現物をお持ちください。 

現物については、その場で確認してお返しします。書類審査を経た後、 

選考委員会による現物審査会時に再度ご準備いただきます。 
 

 

  

５．お礼の品の募集と申込み 
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（３）受付期間 

次のとおり、年２回の募集期間を設けて公募し、書類上の審査及び商品の現

物審査を通過した商品に限り、総務省へ許可申請を行います。総務省からの許

可通知に基づきサイトへの掲載を順次開始します。 
 

 提案受付期間 掲載開始日 

R8後期分 令和8年5月11日(月)～令和8年5月29日(金) R8年10月以降順次 

R9前期分 令和8年12月 R9年4月以降順次 

※上記期間は予告なく変更される場合があります 

※総務省の許可が下りなかった場合は掲載できません。 

 

 

 

（１）採用決定までの流れ 

① 提出された提案書、工程表に基づき書類審査を実施します。 

 ・燕市役所総務課において、提案書及び写真等の資料を基に、書類上の審 

査を実施します。この時点でふるさと燕応援寄附金事業の趣旨、または 

お礼の品の要件に合致しないと判断される提案については不採用となり 

ます。なお、書類審査の段階で生じた疑義等は必要に応じて確認させて 

いただきます。 
 

② 書類審査を通過した提案品について、有識者等で構成する選考委員会によ 

る現物審査を実施します。 
 

・①の書類審査を経て現物審査の対象になった場合、提案品の搬入日等を 

通知します。その通知に基づき、指定された場所に提案品を搬入していた 

だきます。なお、飲食物の提案については試食をご用意ください。現物 

審査に伴い発生する諸費用は、事業者負担となります。 
 

③ 現物審査を通過した提案品について、総務省へ許可申請を行います。ま 

た、同時進行で、許可がおりた場合に向けて掲載の準備を進めます。 
 

④ 総務省の許可通知に基づき、お礼の品としての採用を決定します。 
 
 

（２）決定の通知 

総務省からの許可通知に基づき『ふるさと燕応援寄附金お礼の品選考 結果

通知書』により通知します。 

 

 

 

製造中止等の理由により、掲載取り下げを希望されるお礼の品がある場合は

メールまたは電話で市役所総務課ふるさと納税係までご連絡ください。 

 

 

 

（１）事業者名や商品名等が紹介されます。 

燕市のホームページやふるさと納税に関する民間ＷＥＢサイトで企業情報や 商 

品の画像及び詳細が紹介されます。 

６．お礼の品の決定 

８．お礼の品に採用されることにより期待される効果 

７．お礼の品の取り下げについて 
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また、各種出版者からの依頼に基づき、テレビ･新聞･雑誌・ＳＮＳ等で 紹

介される場合もあります。 

 

（２）販売促進やＰＲが可能です。 

お礼の品の発送時に、自社商品のパンフレット等の同封を許可しています

ので、販売促進やＰＲが可能です。ただし、パンフレット等の送付については、

お礼の品発送時の同封に限り許可するものであるため、個別にダイレクトメ

ールを送るなどの行為は、絶対に行わないでください。 

※「さとふる」の場合は、「さとふる」に確認が必要です。 

 

 

 

燕市から提供を受けた個人情報を、お礼の品の送付以外の目的で使用する

ことはできません。また、個人情報については、厳重に取り扱うとともに、第

三者に漏らしてはなりません。これらはお礼の品提供事業者でなくなった後に

おいても同様です。 

 

 

 

（１）お礼の品の掲載の仕方について 

原則として単品での提案を受け付けます。セット品で掲載をお考えの場合は、

事前にご相談ください。 
 
（２）請求と支払い 

・お礼の品提供事業者は、市の指定する「オンラインシステム」から請求書と出 

荷明細書をダウンロードし、燕市役所総務課へ提出してください。 

・請求書を受理した日から30日以内にお礼の品代金を支払います。 

・請求については毎月行ってください。 

例）10月発送分→翌月11月に市へ請求書と明細を提出→30日以内に入金 

※「さとふる」経由での発送分については、別途「さとふる」が指定する 

方法によりご対応いただきます。 
 

（３）お礼の品の配送について 

・お礼の品の配送管理については、市が指定するオンラインシステムを使用 

していただきます。 

・お礼の品は、市が運用している「出荷支援サービス」を使って発送していた 

だきますので、市が指定する業者（R8～R10年度：佐川急便）をご利用くださ 

い。なお、送料については市が負担します。 

・「出荷支援サービス」のご利用方法は承認後に別途ご案内いたします。 

・「さとふる」については別途「さとふる」が指定する方法によりご対応い 

ただく必要があります。 

  ※「出荷支援サービス」について 

   特徴① 無料でご利用いただけます。 

   特徴② 発送伝票の作成が不要となります。 

   特徴③ 配送料の支払いは、市から配送業者へ直接行います。 
 

９．個人情報の保護 

１０．その他留意していただきたい事項 



- 7 - 
 

（４）承認の取消し 

お礼の品提供事業者又はお礼の品について、次のいずれかに該当した場合に

は承認を取り消します。 

① 虚偽の内容により承認を受けたとき。 

② お礼の品提供事業者の責務の遵守及び誓約内容に反したとき。 

③ その他市長がお礼の品提供事業者又はお礼の品が燕市ふるさと燕応援寄 

附金事業にふさわしくないと認めたとき。 

（５）その他 

① 提出された提案書等は返却しません。 

② 提案書の提出に伴い発生する諸費用（審査会で用意する商品サンプル等） 

は、事業者で負担してください。 

③ ふるさと燕応援寄附金事業の実施において、ふるさと燕応援寄附金に係 

るお礼の品提案募集要領、本要領の内容を遵守するとともに、申込書に記 

載した内容を協議することなく変更することはできません。 

④ 承認を受けた事業者は、お礼の品の画像データの提供など、市が行う  

ふるさと燕応援寄附金事業の広報を目的としたチラシその他の制作のため 

に必要な協力をお願いします。 

⑤ 保証やクレーム対応について、市は一切責任を負いません。 

⑥ ふるさと納税制度を所管する総務省からの通知により、掲載を中止する場合 

があります。 

⑦ 燕市から支払われたお礼の品代が1年間で100万円を超える場合は、燕市 

のウェブサイト上にて、事業者名と支払額を公表致します。 

⑧ 工程表に記載した内容のうち、「一般販売価格」「燕市への提供価格」「燕 

市内で生じた価値の割合」を燕市のウェブサイト上にて公表致します。 

 

 

 この要領は随時更新されます。最終更新日時：2026年5月1日 

 

 

  

＜お問い合わせ先＞ 

〒959-0295 

新潟県燕市吉田西太田1934番地 

燕市役所総務部総務課ふるさと納税係 

電話：0256-77-8301、0256-94-7120、0256-94-7110 
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お礼の品提案に係る提出画像の仕様について 
 

 お礼の品提案時にご提出いただいた商品の画像は、「ふるさとチョイス」等の 

各ポータルサイトにて掲載されますので、以下の例を参考に、商品の特徴や魅力

が伝わるものをご用意ください。 

（商品画像は、寄附者が寄付先を決める際に重要な要素となります。） 

※例はサンプルです。レイアウトなどは事業者に一任します。 

 ※撮影や編集等も含め、画像の提出に際し生じた費用はすべて事業者負担となり

ますので、可能な範囲でご対応ください。 

 

【例】 

 1枚目 

※目を引く画像 

２枚目 

※返礼品等 

３枚目 

※使用シーン等 

4枚目 

※梱包等 

① 

    

② 

  
  

③ 

    

既存のお礼の品より引用 

＜提出画像についてのお願い＞ 

・データは JPEG 形式でお願いします。 
 
・画像は最大８枚まで掲載可能です。 
 

・データのサイズは５MB 以下でお願いします。 
 ※ふるさとチョイス推奨サイズ：520px × 323px 
 
・画像のご用意が難しい場合は専門業者に依頼する等の対応をお願いします。 
※市では撮影いたしません。 
 

・提出する際はファイル転送サービスをご利用ください。 
※CD-R 等での提出も可能ですが、提出後 CD-R 等の返却はいたしません。 

・さとふるの場合は、別途さとふると打ち合わせが必要です。 
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＜提出画像のフォルダ名等についてのお願い＞ 

画像を提出いただく際は、フォルダの階層及びフォルダ名、ファイル名を下記
ルールに沿ってご提出ください。 

①提出する画像は、提案品ごとにフォルダを作成してください。 
フォルダ名は「返礼品名称」としてください。 
このフォルダの中に、②「商品画像」のフォルダと③「梱包画像」の 
フォルダを作成し、画像を分けて管理してください。 

②「商品画像」のフォルダには商品の画像をスライド順になるように 
 ファイル名をつけ保存してください。 
 ※ファイル名：返礼品名称_1←返礼品名称の後の数字はスライドの順番で
す。 

④「梱包画像」のフォルダには、お礼の品の梱包状態を確認するため、下記 
３点の画像を入れてください。 

 １）包装された商品の画像 
２）発送時の外箱の画像 
３）外箱を開封した状態の画像 
 
 

 ～参考：フォルダの階層～ 
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米の提案に係る基準について 
 

ふるさと燕応援寄附金事業は、全国の寄附者に向けて燕市をＰＲし、応援人口

の拡大と交流人口を拡大させることが目的です。 

お礼の品は、安心で安全な高品質な品を用意する必要がありますので、以下

の条件を設定し、この条件に合致した事業者及び提案品に限定させていただきます。 

なお、農産物を含めた食品類については、個々の好みや見た目など様々な要望や

意見が多く寄せられる傾向にありますので、それらの対応についても適切に  

行っていただく必要があります。 

 
 

【 米に関する基準 】◎次のいずれにも該当している必要があります。 

項   目 条   件 

１．組織化された

事業者又は団体で

あること 

※1 個人の場合は別

途条件あり 

一定数量を確保していただく必要があります。 

・複数の生産者で組織された事業者又は団体である 

こと。なお、提案については、代表者名で提案書を作

成し､構成員に関する名簿 (様式不問 )を添付する  

こと。 

２．お礼の品とし

てふさわしい品質

を有していること 

・産地表示が燕市であること。 

・色彩選別機に通し、異物の除去を行っていること。 

・適切な保管及び在庫管理の体制が整っていること。 

３．梱包、発送、

手 続 き 、 請 求 の 

全て (配送は除く )

を行うことが可能

であること 

梱包から請求までの部分は事業者の責任において  

行っていただきます。 

・品質の確保だけではなく、梱包から配送が完了する

までの配送管理、その後の請求までの一連の作業を滞

りなく実施できること。 

４．商品に関する

各 種 問 い 合 わ せ 

などの対応が可能

であること 

商品に関する問い合わせ、事故及びトラブル (配送に

関するトラブルを含む)について適切に対応していただく

必要があります。 

・寄附者から寄せられる様々な問い合わせについて 

事業者の責任において適切に対応できること。 

５．食品表示法等

の法令を遵守する

こと 

品質の保証、表示、責任の所在を明確にする必要が 

あります。 

・米の販売等に係る関係法令を遵守していること。 

※1 個人が提案する場合 

  一定数量の確保が可能であり、ＥＣサイトでの販売実績を有するものに 

限る。なお、提案時に、運用しているＥＣサイトのＵＲＬを添付する 

こと。 

別紙 1 


